
  
   

秋の清掃強化期間 ９／２８(日)～１０／１３(月・祝) 
 

 

 

地域清掃で集めたごみは「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「空き缶・空きびん」に分別

し，地域清掃・ボランティア清掃ごみ袋に入れて，決められた曜日にごみステーションに排

出するよう，御協力をお願いします。 

「空き缶・空きびん」は中身を全部出してすすいでください。ただし，汚れが落ちないも

のは，燃やせないごみに分別してください。 

地域清掃・ボランティア清掃ごみ袋は，９月中旬に希望枚数の届出があった町内会に送付

していますが，足りなくなった場合は下記の場所で配付しています。 

 

 

 

 

空き地の雑草やごみ等の放置物は景観を損ね，不法投棄の誘因にもなります。土地の所有

者及び管理者は定期的に草刈り・清掃をしましょう。私有地内から出たごみは分別し，資源

にならないものはそれぞれ指定ごみ袋に入れて，ごみステーションに出してください。 

 

 

 

 地域清掃・ボランティア清掃ごみ袋は，道路や公園等，公共の場所の清掃や，カラス等に散

らかされたごみを清掃する際に使用するごみ袋です。 

個人宅や事業所から排出されるごみ，共同住宅・事業所等敷地内で発生した刈り草・せん

定枝・落ち葉の排出には使用できませんので，御注意ください。 

また，ごみステーションに残された不適正排出ごみ（違反ごみ）を片付ける場合は，対象

となりません。不適正排出ごみは，クリーンセンターの清掃指導員が開封調査，個別指導を

行ったあと，順次回収しております。 

 

旭 川 市 環 境 部 

回

覧 

             

             

① 旭川市クリーンセンター（東旭川町下兵村３番地の５） 

② 環境政策課（６条通９丁目 総合庁舎８階） 

③ 各支所 地域清掃ごみ袋 

旭川市 

問い合わせ先：  旭川市クリーンセンター 電話 ３６－２２１３ 



★優良クリーンステーション顕彰制度をご存じですか 

「優良クリーンステーション」とは，町内会や地域が主体的に分別ルールや排出マナーの

向上に取り組んだことにより，美しく保たれていると市が認定した町内会が管理するごみ

ステーションを「優良クリーンステーション」として，顕彰する制度です。         

【認定基準】 

１年間ごみステーションに出されたごみの，違反率（違反ごみ数を町内の世帯数で割っ

て得られた率）が著しく低い町内会と，最も違反率が低く優秀な市民委員会に加盟する町

内会を認定しています。                                                       

【優良クリーンステーションパネル】 

優良な町内会，または市民委員会と認定された際には，下記の優良クリーンステーショ  

ンパネルを贈呈します。  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 年間に市内のごみステーションに排出された指定袋の不使用や分別不良による  

違反ごみの数と違反率（違反ごみ総数を市内の全世帯数で割って得られた率）の推移  

です。平成２５年度の違反ごみ数は平成２０年度と比べ約６５％減少しています。  

着実に違反ごみの数は減少しておりますが，今後も，地域の皆様との連携を図りなが

ら，ごみ分別の定着と違反ごみ対策を進めてまいります。  

【平成２６年度優良クリーンステーション認定市民委員会】 

 

 

 

131,521 

88,173 

70,294 

53,653 52,265 
46,479 

0.78  

0.52  
0.41  

0.31  0.30  0.27  
0.00  

0.50  

1.00  

1.50  

0 

40,000 

80,000 

120,000 

160,000 

H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 

違反ごみ数 違反率 

【過去６年間の違反ごみ数と違反率の推移】 
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※A６サイズのアルミ

複合板製です。ごみス

テーションに貼り付け

ることができます。 

中央１区町内会 中央１区西町内会 中央２区町内会 中央２区東町内会 中央３区町内会 

中央４区町内会 中央４区西町内会 中央５区町内会 中央６区町内会 西神楽南２条４丁目町内会 

中央８区町内会 中央９区町内会 中央１０区町内会 中央１１区町内会 中央１２区町内会 

中央１３区町内会 新開町内会 ※町内会名順不同 

 



【平成２６年度優良クリーンステーション認定町内会】※町内会名順不同 

 

 

優良クリーンステーションに関する問い合わせ先  

旭川市クリーンセンター 地域環境係 電話３６－２２１３ 

 

 

3 条 5 丁目誠交会 六･三町内会(西) パークハイツ信和町内会 宮下西団地自治会 聖和 4 区町内会 

リバーハイツ町内会 栄町ハイツ町内会 シュロス宮下町内会 チヨダ会(西) 聖和 10 区町内会 

二六町内会(中央) 豊里５町内会 3 条 10 丁目町内会 5 条中央会 二七会 

6 条中央町内会 5 条ビルマンション町内会 宮下日新会 2 条 12 丁目町内会 神居富沢第 2 町内会 

4 条 12 丁目よそじ会 大和会町内会(大成) 3 の 18 会 3 条 20 丁目親交会 豊里 1 町内会 

シャルム 3 条町内会 宮下ﾊｲﾂ管理組合法人町内会 第二宮下ハイツ自治会 ロピア東光 501 町内会 忠和中央町内会 

共栄 1 町内会(東旭川) 旭正 2 町内会 旭正 3 町内会 旭正 4 町内会 聖和 1 区町内会 

旭正 5 町内会 北 1 町内会 南 4 の 1 町内会 南 4 の 2 町内会 聖和 5 区町内会 

南 5 の 1 町内会 北 4 の 2 町内会 大通り 5 町内会 北 7 の 2 町内会 千代ヶ岡 1 区町内会 

旭山の 1 町内会 西本町 1 町内会 新生町内会(東旭川) 南町団地町内会 千代ヶ岡 10 区町内会 

日の出 5 町内会 豊田 5 町内会 豊田 6 町内会 豊田 8 町内会 神華 3 町内会 

米原 1 町内会 米原町内会 米原 10 町内会 米原 12 町内会 豊里 2 町内会 

上南部町内会 瑞穂 3 町内会 瑞穂 4 町内会 東瑞穂町内会 忠和団地 1･2 町内会 

セラコーポ管理組合 ホクレン緑町町内会 花咲 3･4 会 大町団地町内会 聖和 2 区町内会 

ティエール教育大前町内会 北陵町内会 新光町内会(春光) 春光 1 区団地町内会 聖和 6 区町内会 

春光 5 条 1 丁目南町内会 春光わかば町内会 2 区 1 条東町内会 にじの輪町内会 千代ヶ岡 2 区町内会 

春光 4･4 町内会 あすなろ町内会 春光 6 区中央町内会 春光 6 区みゆき町内会 神居コーポ自治会 

花咲町 7 丁目町内会 むつみ町内会(春光) 6 区フジハイツ町内会 すみれ町内会(春光) 神居古潭 1 町内会 

花咲 4 町内会 エスセーナ春光自治会 春光台中央町内会 ひばり町内会(春光台) 豊里 4 町内会 

白雪町内会(春光台) しらぎく町内会 北栄町内会(春光台) 道営住宅 2 号棟自治会 わかば自治会(忠和) 

市住 1 号棟自治会(春光台) 市住 2 号棟自治会(春光台) 市住 3 号棟自治会(春光台) 福祉村第１町内会 聖和 3 区町内会 

市住 5 号棟自治会(春光台) 市住 6 号棟自治会(春光台) 市住 4 号棟自治会(春光台) 一親町内会 聖和 8 区町内会 

六中町内会 八親町内会(末広東) みのり町内会 東鷹栖団地自治会 千代ヶ岡 6 区町内会 

21 区町内会(東鷹栖) 23 区町内会(東鷹栖) 42 区町内会(東鷹栖) 新生町内会(東鷹栖) 神居富沢第 1 町内会 

共育町内会 37 区町内会(東鷹栖) 中園町内会 芳野町内会 神居古潭 5 町内会 

西里町内会 拓北町内会 富原町内会 中央 1 町内会(江丹別) 千代ヶ岡7･8区町内会 

春日 3 町内会 神楽 10 区町内会 神楽 21 区の 3 町内会 上川神社町内会 忠和あかり町内会 

緑が丘 1 条 3 丁目町内会 緑が丘 2 条 3 丁目町内会 緑が丘 2･1･3 町内会 緑が丘西町内会 ウッドタウン町内会 

みどり町内会(緑が丘) 永山 15 区東山本町内会 協会自治会 78R-11 親睦会 緑神町内会 

西御料地 2 区中央町内会 中央 1 区町内会(西神楽) グランヴェール町内会 望勝台町内会 西御料地新生町内会 

ナナカマド町内会(永山) 第二永山団地 2 号棟自治会 第二永山団地 1 号棟自治会 中央２区町内会(西神楽) ５区第１町内会(永山) 

光栄町内会 中央 11 区町内会(西神楽） しらかば町内会(緑が丘) 寿町内会(永山第二) 永山三幸町内会 

永楽町内会 8 区 2 組町内会(永山) 永山橋町内会 10 区第 3 町内会(永山) 第一永山団地町内会 

10 区第 4 町内会(永山) 11 区 3 組町内会(永山) 警察アパート町内会 
 



 

 

旭川市ごみ適正排出協力員 

モデル町内会を募集しています!! 
～ごみ適正排出協力員制度とは？～ 

 

 

 

 

 

 

主な活動内容    ・ごみ出しルールの普及啓発に関すること 

          ・ごみの減量や資源化の促進に関すること 

・地域における環境美化の促進に関すること 

・地域住民からのごみに対する意見，要望等の連絡調整に関すること 

モデル開始日    平成２６年９月１日（月）から 

募集数       ３０～５０町内会（各町内会 1 名程度） 

募集期間      随時募集中 

要領等の説明    地域の担当者が活動方法等について説明に伺います。 

身分証の交付等   協力員には，ごみ適正排出協力員証を交付し，腕章を貸与します。 

登録方法      ごみ適正排出協力員登録申請書に記入の上，提出してください。 

※申請書はクリーンセンターで配付，又はクリーンセンターホームページからダウンロード

できます。 

申請書提出・問い合わせ先 

東旭川町下兵村３番地の５ 

旭川市クリーンセンター 地域環境係 

電話：３６－２２１３ FAX：３６－４２３９ 

 

 
 

市民の生活環境を守り，美しいまちづくりを進める運動の一環として，次のとおり秋季

街頭啓発及びごみ拾いを行います。多くの皆様の御参加をお待ちしています。 

【日  時】平成２６年９月２８日（日）午前１１時から１時間程度  

【集合場所】宮下通８丁目  旭川駅北広場（買物公園会場） 

        ※ 買物公園会場は集合場所が変わりました。 

３条通１５丁目 三番舘前（銀座通会場） 

※ １条通７丁目アッシュアトリウムで環境に関するパネル展を実施します。ぜひ， 

お立ち寄りください。９/２５（木）～９/２９（月） 

家庭ごみの適正な排出及び減量，資源化，環境美化の促進に関する地域の自主的な活

動を推進するための制度です。 

 今まで町内会が自主的に行ってきたごみに関する活動を市と地域との協働によって，

活動のノウハウや情報を交換し，地域のごみ出しマナーの向上を支援します。 

違反ごみのないきれいな街づくりをめざしませんか！！ 


